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1.はじめに

　良質かつ適切な医療を効率的に提供す
る体制の確保を推進するための医療法等
の一部を改正する法律が令和3年5月21
日に成立し、医師の働き方改革の推進に
関する検討会（以下「検討会」という）等に
おいて、各改正項目の施行に向けた具体
的な検討が行われています。今回は、主
に第13回検討会で検討された、連続勤務
時間制限・勤務間インターバル規制・代
償休息等の運用について簡単にご紹介い

たします。
　医療機関において医師の労働時間短縮
を進める際のご参考、及び医師の働き方
改革に関する検討の状況や今後の見通し
の把握等のご参考にしていただければと
思います。

2.連続勤務時間制限・勤務間インター

バル規制・代償休息等について（基

本的な考え方）

　連続勤務時間制限と勤務間インターバ
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（（図表1）第82回 社会保障審議会医療部会 資料2より）
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ル規制・代償休息等（義務対象はB・連
携B・C水準の適用対象となる医師。A
水準の適用となる医師については努力義
務の対象（（改正後の医療法第110条第1項
の規定より、36協定の内容など“予定さ
れている”労働時間の状況が一般則を超
えることが見込まれる医師に対して、努
力義務の対象となる予定です）））につい
て、原則として次の2種類が設けられて
います（C-1水準が適用される臨床研修医
は後述）。
①基本（通常の日勤及び宿日直許可のあ

る宿日直に従事する場合）として、始
業（※）から24時間以内に9時間の連続
した休息時間を確保（つまり、15時間
の連続勤務時間制限。宿日直許可のあ
る宿日直に連続して9時間以上従事す
る場合には、宿日直中に十分な睡眠が
確保できるということで、当該時間を

休息時間として取り扱ってよいという
整理です）。

　（※ 連続勤務時間制限の起点となる
「始業」は、事前に勤務シフト等で予定
された労働の開始時。1日の間に短時
間の休息と労働が繰り返されることが
予定されている場合は、それぞれの労
働の開始が「始業」扱いとなります（（図
表6（2）参照）））。

②宿日直許可のない宿日直に従事する場
合については、始業から46時間以内に
18時間の連続した休息時間を確保（つま
り、28時間の連続勤務時間制限）。

　なお、確実に休息を確保する観点から、
9時間又は18時間の連続した休息時間
は、事前に勤務シフト等で予定されたも
のであることを原則とするとされていま
す（医療機関の管理者は、勤務する医師
が9時間又は18時間の連続した休息時間

（（図表2）第82回 社会保障審議会医療部会 資料2より）
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を確保することができるように勤務シフ
ト等を作成する必要があります）。
　予定された9時間又は18時間の連続し
た休息時間中にやむを得ない理由により
発生した労働に従事した場合は、当該労
働時間に相当する時間の代償休息を事後
的に付与（当該労働の発生した日の属す
る月の翌月末までに付与）します（C-1水
準が適用される臨床研修医への適用につ
いては後述。なお、個人が連続して15時
間を超える対応が必要な業務が予定され
ている場合は、代償休息の付与を前提と
した運用が認められますが、当該業務の
終了後すぐに代償休息を付与する必要が
あります）。
　また、宿日直許可のある宿日直に連続
して9時間以上従事する場合は、9時間の
連続した休息時間が確保されたものとみ
なされますが、この場合に通常の勤務時
間と同態様の労働が発生し十分な睡眠が
確保できなかった場合（例えば、当直時
間中に通常と同態様の業務を行った時間
帯、実際の対応時間などを加味した上で
総合的に判断されるものであり、本人の
申告だけで判断されるものではないと考
えられています）は、管理者は、当該労
働時間に相当する時間の休息を事後的に
付与する配慮義務（※※）を負います。
　（※※当該宿日直中に発生した労働の負
担の程度に応じ、休暇の取得の呼びかけ
等の休息時間を確保するための何らかの
取組を行う義務が発生します（（必ずしも結
果として休息時間の確保そのものが求め
られるものではありません））。また、宿日
直許可のある宿日直に連続して9時間以上
従事する場合において、連続した9時間を
超える分の時間については、当該時間に
通常の勤務と同態様の労働が発生した場
合でも、当該配慮義務は発生しません。）

　ここで、①「始業から24時間以内に9時
間の連続した休息時間（15時間の連続勤
務時間制限）」と、宿日直許可のない宿日
直に従事する場合の②「始業から46時間
以内に18時間の連続した休息時間（28時
間の連続勤務時間制限）」について、①と
②の間に段階的な規制の適用を行うこと
はないため、例えば、始業から16時間連
続して宿日直許可のない宿日直を含む勤
務を行った場合、②が適用され、次の業
務の開始までに18時間の連続した休息時
間が必要となります。

3.C-1水準が適用される臨床研修医に

対する連続勤務時間制限・勤務間イ

ンターバル規制等の適用について

　C-1水準が適用される臨床研修医につ
いては、「①始業から24時間以内に9時間
の連続した休息時間（15時間の連続勤務
時間制限）を確保」（通常の日勤及び宿日
直許可のある宿日直に従事する場合）を
原則としつつ、臨床研修における必要性
から、指導医の勤務に合わせた24時間の
連続勤務時間とする必要がある場合は、

「②始業から48時間以内に24時間の連続
した休息時間（24時間の連続勤務時間制
限）を確保」することとなります。
　なお、代償休息の必要がないように勤
務間インターバルの確保を徹底すること
を原則としつつも、3つの要件（①オンコ
ール又は宿日直許可のある宿日直への従
事が必要な場合に限る、②募集時に代償
休息を付与する形式での研修実施を明示、
③代償休息付与は原則必要性が生じた研
修期間内、（（①②③それぞれ略記）））を満
たした場合は、代償休息の付与が認めら
れることになりました（図表3・4参照）。
　ここで、連続した休息時間（C-1水準が
適用される臨床研修医については、9時
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（（図表4）第82回 社会保障審議会医療部会 資料2より）

（（図表3）第82回 社会保障審議会医療部会 資料2より）
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間又は24時間）は事前に勤務シフト等で
予定されたものであることを原則とする
こと、宿日直許可のある宿日直に連続し
て9時間以上従事する場合は9時間の連続
した休息時間が確保されたものとみなさ
れること、「始業」の考え方、①と②の間
に段階的な規制の適用を行うことはない

こと、等は前出の基本的ルールと同様の
ようです。

4.勤務パターン別の連続勤務時間制限・

勤務間インターバル規制等の適用イ

メージ

（（図表5）第13回 医師の働き方改革の推進に関する検討会　資料1より）
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（（図表6）第13回 医師の働き方改革の推進に関する検討会　資料1より）

（（図表7）第13回 医師の働き方改革の推進に関する検討会　資料1より）
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（（図表9）第13回 医師の働き方改革の推進に関する検討会　資料1より）

（（図表8）第13回 医師の働き方改革の推進に関する検討会　資料1より）
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投　　稿　　規　　定

１．原稿をお寄せいただく際は、鹿児島県医師会会報編集委員会宛に手書き原稿は郵送、

それ以外の原稿は電子媒体或はメールでも結構です。

２．原稿の内容については、著作権・個人情報保護・人権などに十分な配慮をお願いします。

３．県医ロビーは、原則として写真等を含めて 1,200 文字以内（会報で 1頁）。

　　　※顔写真を 1枚お送り下さい。

４．学術は、原則として文字・図表・写真等含め 3,200 文字以内（会報で 3頁）。

５．原稿は返却しません。必要な場合はコピーなど手元に残して下さい。

６．原稿の採否は編集委員会で決定します。内容を編集委員会で添削・文字の変更、並び

に誌面の都合上、文章を短くする場合などがありますのでご了承下さい。カラーの掲

載については編集委員会に一任願います。

７．会報の別刷りを希望される場合は、経費の実費（全額）を執筆者負担とさせて頂きます。

 5.おわりに

　今月号では、主に第13回検討会で検討
された、連続勤務時間制限・勤務間イン
ターバル規制・代償休息等の運用につい
て簡単にご紹介いたしました。なお、図
表9では、副業・兼業先B病院での（9時
間以上の）宿日直許可の有無により、主
たる勤務先A病院での連続勤務時間制
限・勤務間インターバル規制の種類が異
なってくることが示されており注意が必
要です（※）。

（※ 図表9において、例えば、医師aが主
たる勤務先A病院（（連携B水準））、副
業・兼業先B病院（（一般則内））の2つの
医療機関で働く場合、A病院では、
医師aがB病院で働いた分を含めて追
加的健康確保措置を考えなければな
りませんが、このとき図2では、B病
院で13時間の「許可無し宿日直」で働
くため、A病院では、始業①から46
時間以内に18時間の連続した休息時
間を確保する義務が生じている一方、

図1では、B病院で13時間の「許可あ
り宿日直」で働くため、A病院では、
始業①から24時間以内に9時間の連
続した休息時間を確保（（宿日直許可
のある宿日直に従事））する義務が生
じています）。

　医療機関において医師の労働時間短縮
を進める際のご参考、及び医師の働き方
改革に関する検討の状況や今後の見通し
の把握等のご参考にしていただければと
思います。医師の働き方改革や医療勤務
環境改善マネジメントシステム等に関す
るご相談や支援要請は、鹿児島県医療勤
務環境改善支援センター（TEL：099-
813-7731）までぜひご連絡ください。

6.参考・引用

⇒ 第13回 医師の働き方改革の推進に関す
る検討会　議事録

⇒ 第13回 医師の働き方改革の推進に関す
る検討会　資料1

⇒ 第82回 社会保障審議会医療部会 資料2


